
 

1144．．東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計  
  
（（１１））概概要要  

 

東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図る

とともに復興債の償還を適切に管理するために、平成 24 年度に設置されました。 

＜参照条文＞ 特別会計法 

（目的）  

第 222 条第 1 項 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）からの復興に係る国の資金の流れの透

明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。 

 

東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別会会計計のの仕仕組組みみ（（資資金金のの流流れれ））  
  

東日本大震災復興特別会計では、復興特別所得税、復興債発行収入及び復興税外収入を主

な財源として、復興事業に必要な経費について事業を行う各省庁等に予算を配分して復興事

業を行うこと及び復興債の償還に必要な経費を国債整理基金特別会計に繰り入れることとし

ています。 
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復興債発行収入  

復興特別所得税  

復興税外収入等  

復興事業 

国債整理基金  
特別会計へ繰入れ  

東京メトロ・日本郵政株式売却収入等 

（国債整理基金特会） 

復興債償還 

（歳入）  （歳出） 

復興費用 
※ 予備費を含む。 

交付税及び譲与税配付金 

特別会計へ繰入れ 
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（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
 

本特別会計は、東日本大震災に係る災害救助等関係事業、復興関係公共事業等、災害関連融資

関係事業、復興事業に係る地方負担等を措置するための地方交付税交付金及び原子力災害からの

復興関係事業に係る経費のほか、復興債の償還等のための国債整理基金特別会計への繰入金等を

計上しています。具体的な事業内容は以下のとおりです。 

 

① 災害救助等関係事業 

「災害救助法」（昭 22 法 118）に基づく災害救助や、被災者緊急支援に関係する事業です。 

② 復興関係公共事業等 

公共施設の復旧・復興等の事業です。 

③ 災害関連融資関係事業 

被災中小企業者の事業再建及び経営安定並びに被災農林漁業者等の経営再建等のための融

資の実施等のための事業です。 

④ 地方交付税交付金 

東日本大震災からの復興事業に係る地方負担等について震災復興特別交付税を措置するた

めに必要な経費です。 

⑤ 原子力災害復興関係事業 

除染・汚染廃棄物処理の事業や福島の再生を加速するため特定復興再生拠点整備や放射線不

安を払拭する生活環境向上等を実施するための事業等です。 

⑥ その他 

福島国際研究教育機構関連の事業や福島県の避難指示解除区域等を対象に、雇用の創出、産

業集積等を図り、今後の自立・帰還支援を加速するための立地補助金等があります。 
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和７７年年度度当当初初予予算算））  

  

○○  歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額 （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

6,462（＋132） 6,462（＋132） 5,534（＋28） 
 

○○  歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容                           （単位：億円） 

（歳入） 

内内容容  額額  説説明明  

復興特別所得税 4,760  

（＋1,000） 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平 23 法 117。以

下「復興財源確保法」といいます。）に基づく、復興特別所得

税収の見込額 

一般会計より受入 2 

（▲55） 

特別会計法第 227 条に基づく復興費用及び復興債の償還費

用の財源に充てるための一般会計からの受入見込額 

特別会計より受入 0 

（—） 

特別会計法附則第 231 条第 13 項に基づく食料安定供給特

別会計から受け入れる受入見込額 

復興公債金 1,211  

（▲250） 

復興財源確保法第 69 条第 4 項に基づき発行する復興債に

係る公債金収入の見込額 

公共事業費負担金

収入 

0 

（▲0） 

国が施行する公共事業に必要な経費のうち、地方公共団体等

が負担する負担金の受入見込額 

雑収入 489  

（▲563） 

 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地

震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質

による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法

110）第 44 条第１項に基づき関係原子力事業者が負担する

費用の受入見込額等 

合計 6,462  

（＋132） 
 

（単位：億円） 【 歳入 】 【 歳出 】 
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（歳出） 

内内容容  額額  説説明明  

災害救助等関係経

費 

27  

（▲4） 

災害救助費及び被災者緊急支援に必要な経費 

 

 

災害救助費 4  

（▲0） 

 

「災害救助法」（昭 22 法 118）に基づき、県が提供する応急

仮設住宅の供与期間の延長に伴い必要となる、民間賃貸住宅を

活用した仮設住宅の家賃の支払等に要する費用の負担に必要

な経費 

被災者緊急支

援経費 

23  

（▲3） 

東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア等を行う

ためのスクールカウンセラー等の活用等に必要な経費 

復興関係公共事業

等 

681  

（＋121） 

災害復旧及び一般公共事業等に必要な経費 

 

 

 

災害復旧等事

業費 

78  

（＋7） 

東日本大震災により被害を受けた公共土木施設等の災害復旧

事業に必要な経費 

一般公共事業

関係費 

579  

（＋133） 

東日本大震災からの復興事業として治山事業、住宅対策、農業

農村整備事業、森林整備事業、社会資本総合整備事業等を推進

するために必要な経費 

施設費等 24  

（▲19） 

東日本大震災により被害を受けた保健衛生施設等の整備等に

必要な経費 

災害関連融資関係

経費 

11  

（▲2） 

中小企業者等への融資の実施等に必要な経費 

 

 

中小企業等関

係費 

1  

（▲0） 

東日本大震災による被災中小企業者の事業再建及び経営安定

のための融資の実施に必要な経費 

農林漁業者等

関係費 

10  

（▲1） 

東日本大震災による被災農林漁業者等の経営再建等のための

融資の実施等に必要な経費 

地方交付税交付金 659  

（＋89） 

 

東日本大震災からの復興事業に係る地方負担等について震災

復興特別交付税を措置するために必要な経費（地方交付税交付

金財源を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れ） 

原子力災害復興関

係経費 

3,348  

（＋21） 

除去土壌等の適正管理・原状回復等及び福島の再生を加速する

ために必要な経費 

 

除去土壌等の

適正管理・原状

回復等 

1,658  

（＋53） 

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平 23 法 110）

等に基づき行う除去土壌等の適正管理・原状回復等に必要な経

費 

福島再生加速

化交付金等 

1,691   

（▲31） 

 

福島の再生を加速するため、特定帰還居住区域や特定復興再生

拠点の整備、放射線不安を払拭する生活環境の向上、健康管理、

産業再開に向けた環境整備等の施策の実施等に必要な経費 

その他の東日本大

震災関係経費 

796  

（＋21） 

福島国際研究教育機構関連事業及び立地補助金等に必要な経

費 

  

  
被災者生活再

建支援金補助

金 

7  

（▲5） 

東日本大震災により住宅が全壊した世帯等に対し支給される

被災者生活再建支援金に要する費用の補助に必要な経費 

警察・消防活動

経費等 

4  

（＋2） 

東日本大震災により被害を受けた地域における警察活動、消防

活動等に必要な経費 

教育支援等 16  

（▲2） 

 

心のケアが必要な被災児童生徒に対する学習支援等に取り組

むための教職員定数の措置、福島イノベーション・コースト構

想を担う人材の育成基盤の構築等に必要な経費 

医療・介護等 74  

（＋5） 

医療保険制度等の保険料減免等に対する特別措置及び地域医

療再生対策等に必要な経費 
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農林業関係 62  

（▲4） 

 

福島県の農林水産業の復興創生に向けたブランドの確立と産

地競争力の強化、国内外の販売促進等、生産から流通・販売に

至るまでの総合的な支援等に必要な経費 

水産業関係 122  

（＋43） 

東日本大震災により被害を受けた漁業者等の漁業活動再開・継

続、福島県をはじめとした被災地水産物の販路回復や販売促進

等を支援するために必要な経費 

中小企業対策 16  

（＋0） 

 

東日本大震災により被害を受けた中小企業等の支援のため、施

設等の復旧・整備に要する費用に対し補助金を交付する県に対

する補助及び二重ローン対策の窓口業務等に必要な経費 

立地補助金 110  

（▲12） 

 

福島県の避難指示解除区域等を対象に、雇用の創出、産業集積

等を図り、今後の自立・帰還支援を加速するための企業立地補

助に必要な経費 

福島国際研究

教育機構関連

事業費 

164  

（＋10） 

創造的復興の中核拠点となる福島国際研究教育機構の運営費

等の支援に必要な経費 

その他 224  

（▲17） 

 

被災者支援総合交付金、除去土壌等の適正管理・原状回復等の

実施及び放射性廃棄物等の処理に伴う体制の強化、復興庁の運

営、風評払拭・リスクコミュニケーション強化及び環境モニタ

リング調査等に必要な経費 

国債整理基金特別

会計への繰入等 

270  

（＋15） 

復興債の利子の支払に必要な経費と、復興債の償還及び発行に

関する諸費を国債整理基金特別会計へ繰り入れるもの等に必

要な経費 

復興加速化・福島

再生予備費 

670 

（▲130） 

東日本大震災に係る復旧及び復興に関連する経費の予見し難

い予算の不足に充てるための予備費 

合計  6,462  

（＋132） 

 

 

②②  剰剰余余金金  
 
令令和和６６年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ
繰繰入入  

  7,881 5,650 2,230 2,230 — — 

 

令和６年度決算における剰余金は、2,230 億円です。 

 

（剰余金が生じた理由） 

予備費を使用しなかったこと等により不用が生じたことや特定帰還居住区域整備事業におい

て計画に関する諸条件により事業の実施に不測の日数を要したこと等により翌年度に繰越が生

じたこと等によるものです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、翌年度の東日本大震災復興特別会計の歳入に繰り入

れることとしています。 
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③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

 

主な資産は現金・預金 1,573 億円であり、これは、復興事業を翌年度へ繰り越して実施する

こと等により生じた剰余金です。なお、出資金は主に被災中小企業者等の経営安定等に資する、

株式会社日本政策金融公庫の行う融資事業等に要する資金に充てるため、同公庫に出資している

ものです。 

また、主な負債は公債４兆 8,775 億円であり、これは、復興財源確保法第 69 条の規定に基

づき、復興費用の財源に充てるために発行した復興債の残高です。 

資産・負債差額は、負債に計上されている公債により生じたものです。 

  

≪4年度≫ ≪5年度≫ ≪5年度≫ ≪4年度≫

3 6
3 0
4 4

1 2
181 133

0 0
302 224

3 3
30 28

▲0 ▲0
▲0 ▲0
209 219

- 2
0 0

204 208
4 7
2 0

7,592 7,819
3,592 3,380

14,112 13,384

▲ 37,771 ▲35,443 38 40
1 1

48,827 51,883
13,384 14,112

負 債 合 計

負債及び資産・負債差額合計

土 地

現 金 ・ 預 金

償 還 免 除 引 当 金

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

出 資 金

国 債 整 理 基 金

資 産 合 計

資 産 ・ 負 債 差 額 退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 の 債 務 等

51,829
建 物

建 設 仮 勘 定

物 品

有 形 固 定 資 産

205 211
国 有 財 産
（ 公 共 用 財 産 除 く ）

48,775

賞 与 引 当 金

未 収 金

公 債

前 払 金

前 払 費 用

貸 付 金

他 会 計 繰 戻 未 収 金

そ の 他 の 債 権 等

東日本大震災復興特別会計貸借対照表　　　　（単位：億円、単位未満切捨）

＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞

2,195 1,573

未 払 金

未 払 費 用
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（（４４））そそのの他他  
 

本特別会計は全省庁共管となっていますが、東日本大震災からの復興に関する事業に係る経費

のうち、被災地の復興に係る経費については「復興庁設置法」（平 23 法 125）第 4 条第 2 項

の規定により、各府省予算を復興庁所管の予算として一括計上しています。 

 

＜参照条文＞ 復興庁設置法 

（所掌事務） 

第 4 条第 2 項第 3 号イ 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方

針に基づき、一括して要求し、確保すること。 

 

また、復興事業を統括している復興庁については、令和 2 年 6 月に成立した「復興庁設置法

等の一部を改正する法律」による改正後の復興庁設置法第 21 条の規定に基づき「別に法律で定

めるところにより、令和１３年 3 月 31 日までに廃止するものとする。」こととされています。

復興庁が廃止されたときは、本特別会計についても、別に法律で定めるところにより、廃止する

こととしています。 

 

＜参照条文 1＞ 改正後の復興庁設置法（平 23 法 125）  

（復興庁の廃止） 

第 21 条 復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。 

 

＜参照条文２＞ 特別会計に関する法律の一部を改正する法律（平 24 法 15） 

 附 則 

（東日本大震災復興特別会計の廃止等） 

第 2 条第 1 項 復興庁設置法（平成二十三年法律第百二十五号）第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、

東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。 
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東日本大震災復興特別会計についての問い合わせ先 

（国会所管） 

衆議院庶務部会計課 電話番号 03-3581-5111（内線 34301） 

参議院庶務部会計課 電話番号 03-3581-3111（内線 74309） 

国立国会図書館総務部会計課 電話番号 03-3581-2331（内線 20620） 

（裁判所所管） 

最高裁判所事務総局経理局主計課 電話番号 03-3264-8111（内線 3424） 

（会計検査院所管） 

会計検査院事務総長官房会計課 電話番号 03-3581-3251（内線 2521） 

（内閣・内閣府所管（警察庁を除く）） 

内閣府大臣官房会計課 電話番号 03-5253-2111（内線 82310） 

（内閣府所管（警察庁）） 

警察庁長官官房会計課 電話番号 03-3581-0141（内線 2219） 

（デジタル庁所管） 

デジタル庁戦略・組織グループ会計担当 電話番号 03-4477-6775 

（復興庁所管） 

復興庁予算会計企画班 電話番号 03-6328-1111（内線 1115） 

（総務省所管） 

総務省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-5126 

（法務省所管） 

法務省大臣官房会計課 電話番号 03-3580-4111（内線 5897） 

（外務省所管） 

外務省大臣官房会計課 電話番号 03-3580-3311（内線 3262） 

（財務省所管） 

財務省大臣官房会計課 電話番号 03-3581-4111（内線 2121） 

（文部科学省所管） 

文部科学省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-4111（内線 2191） 

（厚生労働省所管） 

厚生労働省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-1111（内線 7167） 

（農林水産省所管） 

農林水産省大臣官房予算課 電話番号 03-3502-8111（内線 3163） 

（経済産業省所管） 

経済産業省大臣官房会計課 電話番号 03-3501-1511（内線 2232） 

（国土交通省所管） 

国土交通省大臣官房会計課 電話番号 03-5253-8111（内線 21635） 

（環境省所管） 

環境省大臣官房会計課 電話番号 03-5521-8218 

（防衛省所管） 

防衛省大臣官房会計課 電話番号 03-3268-3111（内線 25591） 

第Ⅱ－ 14 東日本大震災復興特別会計

179


	2025_zentaiban_ 177
	2025_zentaiban_ 178
	2025_zentaiban_ 179
	2025_zentaiban_ 180
	2025_zentaiban_ 181
	2025_zentaiban_ 182
	2025_zentaiban_ 183
	2025_zentaiban_ 184



